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１．隣接校選択制の考え方 

豊島区では、平成１３年度の区立小・中学校入学予定者から、「隣接校選択制」を導入し、通学区域

の弾力化を実施しています。 

 豊島区の「隣接校選択制」で選ぶことのできる学校は、通学区域が接している学校に限定されてい

ます。それは、これまでに培ってきた学校と地域の関係に配慮するとともに、従来の指定校変更の際

の約９割が隣接する学校を選んでいたことから、ほぼ学校選択の希望を充足できるという考えに基づ

いています。 

 隣接校選択制も１０年目を迎えており、制度の運用について様々な意見もあることから、これまで

の実施状況を検証し、今後の方向性のとりまとめを行いました。 

■２３区の状況 

 自由選択 

（区内全域か

ら選択） 

隣接校選択 

（隣接する学

区から選択） 

ブロック選択 

（区内をブロッ

クに分け選択） 

特認校制 

（特定の学校につい

て選択を認める） 

導入 

なし 

小学校 ７区 ６区 １区 １区 ８区 

中学校 １６区 ３区 ― ― ４区 

 

２．隣接校選択制の実施状況等 

（１）隣接校選択制の希望申請の状況 

 小学校 中学校 

入学予定数 希望数 ％ 入学予定数 希望数 ％ 

平成２１年度 1,410 人 304 人 21.6% 1,377 人 202 人 14.7% 

（２） 学校の選択理由 

２１年度の学校選択理由は、小学校では、「兄・姉・親類が在籍」「通学距離・安全性」「友人関係」

が上位を占めており、子どもたちの今までの人間関係や通学上の安全面が重視される傾向にあります。

また、「校風・教育方針」や「学校見学」も比較的上位の理由となっています。 

中学校では、「友人関係」「通学距離・安全性」などのほか、「部活」「本人希望」「小学校の指定校」

が上位を占めており、子どもたちの「今までの人間関係」や「通学上の安全面」以外に「部活の状況」

が重視される傾向にあります。 

（３） 隣接校選択制の受入れ枠の設定と抽選の実施 

隣接校の受入れ枠は、各校原則４０人ですが、学校施設の状況等により、１９・２０年度には受入

枠をあらかじめ制限し、抽選を実施しました。 

対象校 ２０年度受入枠 １９年度受入枠 

目白小学校 ２０人 ２０人 

仰高小学校 ３５人 ４０人（受入枠制限せず） 

千登世橋中学校 ２０人 ２０人 
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３．平成２１年度の入学児童・生徒の状況（隣接校選択結果） 

  隣接校選択制等の結果を反映した２１年度の区立小・中学校の入学状況は以下のとおりです。 

 
入学予定 

の児童数 

隣接校選択 
その他増減 入学数 

（増、減） 差引 

仰高小  ３９ （＋21、－ 3） ＋18 ＋ ７ ６４ 

駒込小  ７７ （＋ 1、－ 9） － 8 －１７ ５２ 

巣鴨小  ６０ （＋ 1、－13） －12 －１２ ３６ 

清和小  ４３ （＋25、－ 7） ＋18 － １ ６０ 

西巣鴨小  ５１ （＋14、－11） ＋ 3 － １ ５３ 

豊成小  ５９ （＋11、－20） － 9 － ４ ４６ 

朋有小  ７３ （＋20、－ 3） ＋17 － ３ ８７ 

朝日小  ５０ （＋ 1、－23） －22 －１１ １７ 

池袋一小  ６３ （＋ 4、－ 6） － 2 －１２ ４９ 

池袋二小  ４７ （＋ 6、－11） － 5 － ４ ３８ 

池袋三小  ９０ （＋ 1、－13） －12 －１６ ６２ 

池袋小  ６２ （＋ 8、－11） － 3 －２４ ３５ 

文成小  ４５ （＋ 5、－ 6） － 1 － ６ ３８ 

南池袋小 １００ （＋ 5、－14） － 9 －１０ ８１ 

高南小  ６５ （＋ 1、－10） － 9 －１３ ４３ 

目白小  ６１ （＋30、－ 3） ＋27 － ７ ８１ 

長崎小  ３２ （＋ 0、－15） －15   ０ １７ 

要小  ４９ （＋20、－15） ＋ 5 － ３ ５１ 

椎名町小  ５１ （＋ 6、－ 8） － 2 － ７ ４２ 

富士見台小  ５０ （＋14、－ 6） ＋ 8 －１３ ４５ 

千早小  ６６ （＋17、－ 8） ＋ 9 － ６ ６９ 

高松小  ６５ （＋16、－ 3） ＋13 ＋ １ ７９ 

さくら小  ８０ （＋ 3、－12） － 9 － ８ ６３ 

計 １，３７８ (＋230、－230）   0 －１７０ １，２０８ 

※ その他の増減のうち、減の主な要因は、転出、私立、国立・都立、他区就学、増の主な要因は、

転入、区域外就学です。 

 

 入学予定 

の生徒数 

隣接校選択 
その他増減 入学数 

（増、減） 差引 

駒込中 １３７ （＋17、－ 6） ＋11 －７４ ７４ 

巣鴨北中 １８７ （＋14、－21） － 7 －２９ １５１ 

西巣鴨中 １２４ （＋10、－20） －10 －６２  ５２ 

池袋中 １５３ （＋10、－ 5） ＋ 5 －４９ １０９ 

西池袋中 ２０８ （＋13、－40） －27 －５６ １２５ 

千登世橋中 ２１９ （＋23、－ 1） ＋22 －８７ １５４ 

千川中 １２２ （＋21、－13） ＋ 8 －２４ １０６ 

明豊中 ２０３ （＋16、－18） － 2 －８１ １２０ 

計 １，３５３ (＋124、－124）   0 －４６２ ８９１ 

※ その他の増減のうち、減の主な要因は、私立（４５０人）、転出、他区就学、国立・都立、増

の主な要因は、転入、区域外就学です。 
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４．児童・生徒数の推移 

区立小・中学校の児童生徒数は、小学生は昭和３３年度の３３，９９７人、中学生は昭和３７

年度の１６，６１３人をピークに減尐が続いており、現在小学生は最盛期の約５分の１に、中学

生は約６分の１に減尐しています。 

 

小学校１校当りの児童数は、平成１２年度に２５８人と最尐、中学校の１校当りの生徒数は、平成

１５年度に２４６人と最尐になりました。児童生徒数の減尐に伴い、豊島区では平成１１年度以降、

計画的な小中学校統合を実施した結果、小学校は２９校から２３校に、中学校は１３校から８校にな

っています。 

 

５．小・中学校保護者、教育関係団体等の選択制に対する意向調査結果 

 
対象者 

学校選択制の賛否 アンケート 

回収数 選択制賛成 学区制 その他 

16 年度 
小学 6年保護者 ７９．３％ １２．１％  ８．６％ ― 

中学１年保護者 ７８．３％ １６．３％  ５．４％ ― 

18 年度 
小学 6年保護者 ７６．２％ １４．８％  ９．０％ 1,019 件 

中学 2年保護者 ８１．４％ １１．０％  ７．６％   674 件 

21 年度 

小学 6年保護者 ７０．７％  ８．７％ ２０．６％   994 件 

中学 2年保護者 ７０．８％  ８．４％ ２０．８％   695 件 

関係団体 ４８．１％ ３０．１％ ２１．８％   183 件 

教員 ４３．６％ ４０．２％ １６．２％   388 件 

保育園幼稚園保護者 ５８．１％ １０．４％ ３１．５％   222 件 

＊「選択制賛成」は「隣接校選択」「ブロック選択」「自由選択」の回答の計 

隣接校選択制に対する意向を把握するため、平成２１年度は、小・中学校の保護者の他に、関係団

体（町会・民生児童委員・保護司・育成委員）、教員、保育園・幼稚園保護者についても意向調査を実

施しました。 

調査結果では、小・中学校の保護者の大半が学校選択制を支持しており、「以前の学区制の方がよい」

と回答したのは、小学校で 8.7%、中学校で 8.4%でした。一方、教員で 40.2%、教育関係団体で 30.1％

が「以前の学区制の方がよい」と回答しており、保護者との意識の差が大きいことが明らかになりま

した。 
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６．隣接校選択制の検証  

（１） 隣接校選択制の成果 

① ７割以上の保護者が選択制を支持し、全体の１～２割が選択制を利用するなど、保護者のニーズ

が充足され、安定した制度運営がなされています。 

② 各学校においては、公開講座などの開かれた学校づくりの取組みが進展しています。 

③ 各学校における特色のある教育活動や学校教育の活性化が図られています。 

（２）隣接校選択制の課題 

① 特色ある教育活動による学校選択のケースがいまだ尐数であり、各学校の特色の明確化や一層のＰ

Ｒが必要となっています。 

② より公平な学校選択を可能とするため、老朽校と新設校の施設格差の是正や子どもスキップ整備、

ハード・ソフト両面の条件整備などが必要となっています。 

③ 近年の児童・生徒数の減尐とともに、隣接校選択制によって、特定の学校で小規模化が助長される

傾向があります。 

④ こうした小規模化の防止対策や、小規模校支援策の強化が必要となっています。 

 

７．検証のまとめと今後の方向性 

① 平成１３年度から実施した隣接校選択制は、多数の保護者から支持されています。 

② 近年は、希望申請受付期間に小学校では約２０％、中学校では約１５％が利用し、安定した運用がな

されており、学区域の弾力的な運用に一定の効果を挙げています。 

③ 大部分の小・中学校では、隣接校選択制はおおむね適正に機能していますが、特定の小学校では学校

の小規模化を助長する欠点があります。 

④ 中学校においては、私立中学への進学などによる小規模化の現象が顕著であり、隣接校選択制による

影響は、より小さいといえます。 

⑤ 大多数の保護者の支持を得ている学校選択制の根本的な見直しは困難です。今後は、指定校への就学

が基本であることを周知したうえで、隣接校選択制を継続していきます。 

⑥ 選択制の希望が集中する学校については、従来からの抽選方式により適正に運営するとともに、小規

模小学校に対する支援を強化します。さらに、小規模校ならではの特色や魅力を積極的にアピールし

ていきます。 

⑦ 隣接校選択制の受入数（原則４０人）については、学校の教室数や受入れ環境等の状況に応じて４０

人を下回る受入枠を設定するなど柔軟に対応していきます。 

⑧ 今後も、教育ビジョンの改定のつど、選択制についての検証を行っていきます。 

 


